
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：新型コロナの影響を受けて売上が減少

している店子から家賃の減額要請がありまし

た。減額分は、どのような取扱いになります

か？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】  

企業が賃貸借契約をしている取引先等に対

して賃料の減額を行った場合、その賃料を減

額したことにより合理的理由がないときは、

その差額は、原則として、寄附金を支出したも

のとして取り扱われます。 

しかし、その減額が、例えば、次の条件を

満たすものであるときは、実質的に取引先と

の取引条件の変更と考えられますので、その

差額分については、寄附金として取り扱われ

ることはありません。 

①取引先等において、新型コロナに関連して

収入が減少し、事業継続が困難になったこと、

又は困難になるおそれが明らかであること 

②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継

続や雇用確保)を目的としたものであり、その

ことが書面などにより確認できること 

③賃料の減額が、取引先等において被害が生

じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開す

るための復旧過程にある期間)内に行われた

ものであること 

また、取引先等に対して既に生じた賃料の

減免(債権の免除等)を行う場合も同様に取り

扱われます。 

なお、この取扱いは、テナント以外の居住

用物件や駐車場などにおいても同様です。 
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